
葛飾区議会政務活動費に関する要綱 

 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、葛飾区議会政務活動費の交付に関する条例（平成13年葛飾区条例第

７号。以下「条例」という。）第４条の３及び葛飾区議会政務活動費の交付に関する条

例施行規則（平成13年葛飾区規則第37号。以下「規則」という。）第５条の規定に基づ

き、政務活動費の交付、返還等及び書類の様式について定めるものとする。 

 

（交付対象等） 

第２条 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。 

 ⑴ 規則第１条第２項の会派結成届 様式第１号 

 ⑵ 規則第１条第３項の会派異動届 様式第２号 

⑶ 規則第１条第４項の会派解散届 様式第３号 

 

（交付請求） 

第３条 規則第２条の政務活動費請求書は、会派の代表者にあっては様式第４号の１、議

員にあっては様式第４号の２によるものとし、毎会計年度の４月、７月、10月及び１月

の初日（当該日が葛飾区の休日を定める条例第１条第１項に規定する葛飾区の休日に該

当するときは、その翌日）に議長へ提出しなければならない。ただし、規則第２条ただ

し書に規定するときは、異動が生じた日から３日以内に議長へ提出しなければならない。 

 

（交付額の受領） 

第４条 政務活動費の受領は、公金取扱金融機関に設ける政務活動費専用の普通預金口座

（無利息型）により行わなければならない。 

 

（経 理） 

第５条 会派の経理責任者及び議員は、受領した政務活動費を口座残高の照合を行う等、

常に収支を明らかにしておかなければならない。 

 

（会派の解散に伴う政務活動費の返還） 

第６条 条例第４条第６項の規定による政務活動費の返還は、解散した日から30日以内に

行わなければならない。 

 

（会派の所属に伴う政務活動費の返還等） 

第７条 条例第４条の２第１項第２号の規定による政務活動費の交付を受けた議員が、四 

半期の途中において新たに政務活動費の交付を受ける会派に所属した場合は、当該議員

は、既に交付を受けた政務活動費のうち当該会派に所属した日の属する月分以降のもの

を、新たに会派に所属した日から30日以内に返還しなければならない。 

 



（報 告） 

第８条 規則第３条第１項の政務活動費収支報告書は、会派の代表者にあっては様式第５

号の１、議員にあっては様式第５号の２によるものする。 

２ 規則第３条第１項の政務活動費実績報告書は、会派の代表者にあっては様式第６号の

１、議員にあっては様式第６号の２によるものとする。 

３ 規則第３条第２項の支払調書は、会派の代表者にあっては様式第７号の１、議員にあ

っては様式第７号の２によるものとする。 

 

（会計帳簿） 

第８条の２ 規則第４条の会計帳簿は、規則第３条第１項の政務活動費収支報告書を充て

るものとする。 

 

（委 任） 

第９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成25年４月１日（以下「制定日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 第７条の規定による様式は、制定日以後に交付を受けた政務活動費について適用する。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成27年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第

９条の２の改正規定は、平成22年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 第９条第３項の規定による様式は、施行日以降に交付を受けた政務活動費について適

用する。 

 

付 則 

この要綱は、令和７年 11 月 13 日から施行する。 

 

 

 


